
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入について

横河電機株式会社

第 131 回定時株主総会（平成 19 年 6 月 27 日開催）においてご承認いただきました当社買収防衛策が、

第 133 回定時株主総会（平成 21 年 6 月 29 日開催予定）の終結の時をもって有効期間満了を迎えることから、

その後の情勢変化、法令等の改正等を踏まえ、延長の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。

その結果、平成 21 年 4 月 28 日開催の当社取締役会において、本定時株主総会における株主の皆様のご承認

を条件に、現在の買収防衛策を一部改訂のうえ継続導入することを決定いたしました。皆様には是非内容を

ご理解のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

1. 継続導入の目的
当社グループは、長期経営構想VISION-21 ＆ ACTION-21 を掲げ、「健全で利益ある経営」の実現を目指

し、日々企業価値の向上に努めております。一方、現在の状況に目を向けると、当社グループの事業環境は、

世界経済の急激な変化と資金調達環境の悪化が企業の設備投資を大幅に抑制していることの影響をうけ、急速

に厳しさを増しております。当社経営陣は、このような事業環境下において、持続的な発展により企業価値

の増大を図るためには、事業ポートフォリオの見直しによる事業構造の改革及びゼロベースからの変革の

観点に立った経営効率の向上、固定費の削減による損益分岐点の改善などによる企業体質の強化が必要である

と認識しております。この認識のもと、当社は、2010 年度までの 2 年間を構造改革及び企業体質強化の

期間と位置づけ、この間に固定費削減と事業ポートフォリオ見直しに向けた諸施策を迅速かつ徹底して実行

することにより急激に変化する経営環境に対処するとともに、2011 年度以降の成長に向け利益体質への転換

を図っていく所存です。当社経営陣は、この経営環境下においてこれらの構造改革を確実に実行するために、

この 2年間は、会社の支配に関する基本方針に照らし、不適切な買収者による買付行為を抑止するための

枠組みが必要であると考えております。この考え方に基づき、同買収防衛策は、当社株式の大量取得行為が

発生した場合に、株主の皆様が買付に応じるべきか否かを適切に判断できると同時に、当社取締役会が株主の

皆様に代替案を提示するために必要な情報と時間を確保することを目的としています。

2. 継続導入する買収防衛策の概要
本買収防衛策は、買付等を行う者又はその提案者（以下併せて「買付者等」）が買付または公開買付（以下「買

付等」）を行い、その買付者等の当社株式の保有割合が 20％以上となる場合に、その買付者等に対し、事前

に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討を行う時間を確保したうえ

で、当社取締役会が、株主の皆様に対する代替案の提示及び買付者等との交渉等を行っていくための手続き

を定めています。

3. 買収防衛策の主な改訂点
① 買収防衛策発動要件の変更
従業員、取引先等のステークホルダーは、企業価値の維持発展に不可欠であると当社取締役会は考えてお

りますが、過度にこれらステークホルダーの保護を強調することは、結果として現経営陣の保身に繋がるお

それがあります。そこで、本買収防衛策においては、改訂前の買収防衛策において規定されていた発動要件

のうち「従業員、取引先の人的ネットワーク、全世界的なサービス網等の当社グループの有形無形の経営資

源を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益に重大な悪影響をもたらすおそれのある買付け等」との要件

を削除いたしました。

買収防衛策継続導入の考え方　動画説明

買収防衛策導入の考え方を弊社ホームページ上で、代表取締役社長の海堀　周造より動画にてご説明

させていただいております。弊社ホームページ（http://www.yokogawa.co.jp）にアクセスいただき、

是非内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。



② 情報提供期間ルールの設定
当社株式の大量取得行為を行う者による情報提供の迅速化・効率化を図るため、独立委員会が情報提供を

要請する場合、回答期限を設定することがある旨の記載を追加するとともに、情報提供期間に上限（原則

60 日間、最長 90 日間）を設ける旨の定めを追加しました。

③ 独立委員会の取締役会に対する情報提供の要求期間及び独立委員会の検討期間に係るルールの厳格化
現経営陣に対する情報提供の要求期間の長期化や独立委員会による検討期間の延長、判断の繰延べ等

は、市場を混乱させるだけでなく、経営の停滞を招く結果となります。そこで、本買収防衛策においては、

取締役会に対する情報提供の要求期間を最長 60 日、独立委員会による検討期間を最長 60 日とし、一切延長、

判断の繰延を認めないこととしました。これにより買収者による情報の提供が完了してから 120 日以内に、

買収防衛策の発動、不発動の結論が出ることになります。

④ コーポレートガバナンス強化のため社外取締役の増員
経営判断の妥当性、客観性を確保し、コーポレートガバナンスを一層強化するため、現経営陣から独立し

た社外取締役を 1名増員して 3名とすることを本定時株主総会に提案する予定です。これにより、本定時株

主総会で選任が予定される取締役 10 名のうち 3名は、現経営陣から独立した社外取締役となる予定です。

⑤ 社外取締役及び投資業務経験者を独立委員会の委員に選任
3 名の社外取締役全員を本プランにおいて独立委員会の委員とすることにより、独立委員会の機能を強化

する予定です。また、独立委員会による検討、判断においては、機関投資家やファンドの実情を知ること

が適切な判断を下すうえで有益であると考え、野村証券㈱・モルガン信託銀行㈱等で投資業務の経験のある

青山学院大学大学院 北川哲雄教授を新たに独立委員会の委員に迎える予定です。

＜独立委員会メンバー＞

・社外取締役 ：内藤　正久 （（財）日本エネルギー経済研究所　理事長）

・社外取締役 ：棚橋　康郎 （新日鉄ソリューション（株）　相談役）

・社外取締役（候補） ：勝俣　宣夫 （丸紅（株）　取締役会長） ＜新任＞

・社外有識者 ：若杉　敬明 （東京経済大学　経営学部教授）

・社外有識者 ：中村　直人 （中村・角田・松本法律事務所パートナー弁護士）

・社外有識者 ：北川　哲雄 （青山学院大学大学院　国際マネジメンント研究科　教授） ＜新任＞

4. 本買収防衛策の合理性
① 株主意思を重視するものであること（サンセット条項）
本買収防衛策の有効期間は、平成23年3月期に関する定時株主総会の終結の時までの2年間といたします。

また、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会の決議によって廃止することができます。

② 第三者専門家意見の取得
独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができることとしています。これにより、独立委員会に

よる判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとしております。

③ デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策でないこと
本買収防衛策は、取締役会によって廃止することが可能です。従って、デッドハンド型買収防衛策（取締

役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社

は、取締役任期を 1年とし、期差任期制を採用していないためスロー・ハンド型買収防衛策（取締役の交替

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でもありません。

以　上


